
実親が死亡、行方不明など
により養育できない場合
に、祖父母などの親族でこ
どもの養育を希望する里親

夏休み等の長期休暇を利用
して親との交流が少ない
施設入所児童を受け入れる
里親

養育里親のうち、虐待や
非行、障がいなどの理由に
より専門的な援助を必要
とするこどもを養育する
里親

家族と暮らせないこどもを
一定期間、自分の家庭に迎
え入れて養育する里親
※説明会開催。詳しくは、
　キーアセット(裏面記載)

令和5年度
4月～ 随時
相談受付
(要予約）

特別養子縁組によって、
こどもの養親になることを希望する里親

令和5年度

川崎市には、さまざまな事情で、自分の家族と暮らすことが
できないこどもが約360人います。そのこどもたちを、自分の
家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解でその成長を
サポートする人が「里親」です。
児童相談所は、親の育児放棄や望まない妊娠、経済的な
事情等により、公的な保護、特に法的に継続的な安定性が
必要なこどもを養子縁組里親に委託します。
説明会では、社会的養護、里親制度と養子縁組、こどもの
養育の実際についてお伝えします。



かわさき里親支援センター

川崎市フォスタリング事業（養子縁組里親）

JR南武線「稲田堤駅」徒歩5分
または、
京王線「京王稲田堤駅」北口前

※敷地内に駐車場はありませんので、

　近隣パーキングまたは交通機関を

　ご利用ください。

■川崎市児童相談所…制度全般

 ▷こども家庭センター（川崎区・幸区・中原区にお住まいの方）

 　電話：044-542-1234　ファクス：044-542-1505

 ▷中部児童相談所（高津区・宮前区にお住まいの方）

 　電話：044-877-8111　ファクス：044-877-8733

 ▷北部児童相談所（多摩区・麻生区にお住まいの方）

 　電話：044-931-4300　ファクス：044-931-4505

■NPO法人キーアセット（川崎市フォスタリング事業受託機関）…養育里親・制度全般
 　電話：044-948-9146　ファクス：044-948-9147

■かわさき里親支援センターさくら（川崎市フォスタリング事業受託機関）…養子縁組里親・制度全般
 　電話：044-949-3108　ファクス：044-949-3109

里親を希望する方、里親制度に関するお問い合わせは下記までお気軽にどうぞ！

ファクス参加申込票

〔申込み・問合せ先〕 かわさき里親支援センターさくら （川崎市フォスタリング事業受託機関）

電話：044-949-3108　ファクス：044-949-3109

お名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　

お住まいの区：　　　　　　　　　　　　　区

電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　／ファクス：　　　　　　　　　　　　　　


